
 

（報告様式第３号） 

改善計画書 
事業者名（障害者支援施設 みどり園）                        （平成２４年１２月１日作成） 

改
善
に
向
け
た 

事
業
者
の
コ
メ
ン
ト 

 みどり園は、法人設立 30周年を平成 25年に迎えます。これまで、一年ごとに事業を考え運営してきていますが、社会福祉法

人の存在意義そのものが問われている現在、変わる・変える意識をもって戦略的に取り組んでいくことに目覚めました。 

 そこで、ビジョンを定め、そのために何をなさなければならないかを明らかにし、これを全職員が共有し、一人ひとりが必要

な役割を理解し、行動していく体制を目指します。 

 改革の方策として、３つのことに着手しました。まず若手職員によるビジョン作成プロジェクト。これは、職員、利用者及び

その保護者、地域住民からの意見を聞きながら、自ら考え、学びつつ作成しようとしています。 

 2 つ目は、毎月、月間福祉を全職員に配布し、レポートを課しています。これは、月間福祉が福祉の現状や課題、取組事例な

どに関する貴重な情報源であることに着目し、教材に位置づけ、常に学ぶ姿勢の必要性を実感させる目的で、1 年間の継続事業

です。 

 3 つ目は、みどり園のサービスの実態を第三者の視点で評価してもらい、現実を認識することです。経験に頼り、井の中の蛙

的な現状をしっかり認識することで、ビジョンが強化され、やるべきことが明確化し、併せて意識改革にも連動し、法人の経

営・運営において「変わる・変える」ことにつながるものと確信しています。したがって、現段階で、評価をいただいた課題に

対して、具体的に改善策を記することには無理がありますが、指摘された課題について、ビジョン・基本計画に取り込み、個々

のサービス活動や運営に反映させ、サービスの向上、地域福祉への貢献、職員処遇の向上に努めてまいります。 

     

  課題・改善点 達成目標 期間 開始時期 達成時期 
具体的改善策 

（人・予算・情報・手順等） 
担当 

短
期
間
で 

で
き
る
こ
と 

１ 

虐待防止について

の対策や対応につ

いてのマニュアル

がない。また、プ

ライバシー保護に

ついても取り組ま

れていない。 

平成 24年 10月 1日よ

り虐待防止委員会を立

ち上げた。その中で、

虐待防止対策マニュア

ルを作成する。（また

内容の中に、プライバ

シー保護についての対

応策も盛り込む） 

６ヶ月 平成 24 年

10 月 1 日 

平成 25 年

3 月 31 日 

法の施行に伴い、職員への周知、また

広報誌や保護者会を通して周知を図っ

ています。マニュアルについては、平

成 25 年 1 月上旬までに、虐待防止マ

ニュアル（プライバシー保護対応策も

盛り込む）を作成し、まずはじめに、

虐待防止・虐待対応等の周知徹底を図

る。また平成 25 年 1 月下旬までに、

虐待防止チェックリストを、利用者・

虐待防止

委員会 



職員に現在の状況を記入してもらい、

集計・課題分析・改善策の検討を実施

する。 

 

２ 

法人の将来像や今

後の計画的な取り

組みについての将

来像が明確でな

い。。また地域の

ニーズや経営状況

の課題分析などを

通して、経営や業

務の効率化が図れ

る工夫されてな

い。 

平成２４年１０月より

長期ビジョンプロジェ

クトを立ち上げ、長期

計画を策定中である。

その中で、現在の博愛

会における現状と課題

を分析し把握するとと

もに、今後の利用者、

保護者、地域、職員に

おいて希望ある具体的

内容を盛り込み、実施

へ繋げていく。 

 

６ヶ月 平成 24 年

10 月 1 日 

平成 25 年

3 月 31 日 
利用者をはじめ、保護者、地域住

民、職員へのアンケートを実施し、

現状と課題を分析し今後取り組むべ

き事業の計画を策定する。また、長

期計画が完成した際には、利用者、

保護者、地域住民、職員へ発表する

とともに、今後の取り組みへの理解

と協力を得て、実践へ繋がる基盤を

整える。また経営については、専門

家による分析も実施し、効率化と効

果的な投資に生かしていきたい。 

長期ビジ

ョンプロ

ジェクト 

３ 

地域に対する法

人・施設機能の還

元や民生委員・児

童委員等との交

流・連携が図れて

いない。地域への

アピールの方法や

地域の中の法人と

しての取組を中長

期計画に盛り込ん

でない。 

現在、当法人において

長期計画を策定してお

り、その中で地域住民

にとってどのような存

在であるかを把握する

とともに、さらに地域

ニーズを分析し、今後

より地域に密着したも

のとなるよう、具体的

取り組みを計画に盛り

込む。 

6ヶ月 平成 24 年

10 月 1 日 

平成 25 年

3 月 31 日 
地域住民へのアンケートを実施し、

現時点での課題を分析すると同時

に、課題を解決するための具体的取

り組みを立て、長期計画の内容に盛

り込む。さらに計画内容に、地区自

治会等への積極的な参加と協働、地

域との合同イベントの開催、広報誌

やホームページ等を活用した広報活

動によるアピール方法の充実を盛り

込み、より地域へ密着した法人とな

るよう計画を立て実施へ繋げるとと

もに、地域の中で見える法人を目指

し、広報活動に限らず、民生委員、

自治公民館長等との連携を密にし、

また自治公民館や地区社会福祉協議

会、地区まちづくり協議会にも参加

し、法人の経営資源を生かした地域

貢献に努める。 

長期ビジ

ョンプロ

ジェクト 



４ 

個別支援計画書に

コミュ二ケーショ

ンやエンパワメン

トについて、利用

者個別の能力を引

き出すための、プ

ログラムがないの

で、利用者の意思

決定支援を含めた

個別支援計画を作

成出来てない。 

 

利用者の意思決定支援

を含めた個別支援計画

書を作成する。 

1年 

 

 

平成 25 年  

 2 月 1 日 

平成 26 年 

1 月 31 日 
アセスメント項目にコミュニケーシ

ョンやエンパワメントの視点を加

え、合わせて利用者（保護者）の意

向や希望を取り込めるようにアセス

メントの内容を見直す。 

アセスメントを受けて利用者自らが

希望を実現する道筋を個別支援計画

書として作成する。 

作成の過程において、利用者の意思

決定能力の状態に応じ、エンパワメ

ントプログラムを検討する。 

サービス

管理責任

者 

個別担当

職員 

今
後
検
討
す
る
こ
と 

１ 

計画的な有資格者

の配置計画や国家

試験取得に向けた

配慮がなされてい

ない。 

 

 

 検討中 

 

 

検討中 

 

 

検討中 

 

 

検討中 

職員構成が世代間に偏りがあること

や、資格を有していない職員もいる

ということで、脂質の向上面で課題

となっている。資格がサービスの質

の源であることを認識し、現在、資

格手当の支給や研修により意欲の喚

起を図っているが、今後、職員処遇

の見直しや法人全体の魅力化を図る

ことで、職員の資格取得を推進する

とともに新規人材の確保に努める。 

理事会 

園長 

 


